
環境とエネルギーを考える 

とやま女性の会 

 第２４回総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  平成２7 年６月 6 日（土） 

１３：００～ 

場 所  富山第一ホテル ３Ｆ「天平」   

 

 

 

 



「環境とエネルギーを考えるとやま女性の会」総会・講演会次第 

 

＜ 総 会 ＞  １３：００～ 

１．開会あいさつ  

２．来賓あいさつ 

３．議事 

平成 26 年度活動報告 

第１号議案 平成 27 年度活動計画（案） 

第２号議案 会則の一部変更（案） 

第３号議案 役員の改選（案） 

４．閉会あいさつ 

 

－ 休 憩 － 

 

＜環境とエネルギーを考える講演会＞  １４：００～１５：３０ 

・講 師   岸 博幸 氏  

(慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授) 

 

・演 題  「日本経済とエネルギーの将来を考える」 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２６年度活動報告 

１．会員数  平成２７年６月６日現在 ４２４名  

２．活動報告 

実 施 日 活 動 内 容 参加者数 

平成 26年 

4月 23日(水) 
◇役員会  議題「第 23回総会の運営について」 ８名 

6月 7日(土) 

◇第２３回総会 

◇環境とエネルギーを考える講演会 

「可能性への挑戦」 
講師：舞の海 秀平氏(NHK 大相撲解説者/スポーツキャスター) 

                             ［会場：富山第一ホテル］ 

３１５名 

 

 

8月 18日(月) 

◇北陸原子力懇談会主催「環境・エネルギー講演会」 

 「地上最高の星空を目指して 
～そして科学技術、エネルギーについて思うこと～」 

   講師：大平 貴之 氏（ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ･ｸﾘｴｰﾀｰ） 

［会場：富山第一ホテル］ 

 ５３名 

9月 25日(木) 
◇役員研修会 

＜内容＞ 石川エネの会かなざわと意見交換 
１５名 

    

 10月 22日(水) 

 

 

  3月 15日（土）

  

◇エネルギー施設見学会（第１弾） 

＜見学先＞北陸電力(株) 和田川第二発電所、有峰ダム、 
富山太陽光発電所・富山市大山歴史民俗資料館     

４２名 

11月 22日（土) 

◇わいわいトークサロン（会員向け学習会） 

・第一部 エネルギー・環境講座  
    「未来のエネルギーについて考える～どうなる日本

のエネルギー・誤解だらけの電力問題～」 
講師 竹内 純子 氏 

（NPO 法人国際環境経済研究理事、主席研究員) 

・ちょこっとカルチャー  ～ハーブポプリ作り～ 

・第二部 テーブルトーク ～未来のエネルギー～  

［会場：ホテルグランテラス富山］ 

 ３１名 

  12月 20日(土) 

◇エネともわ～くショップ（公募学習会）※対象 20～40代 

 ＜内容＞ ・花セラピー体験 
      ・ワークショップ「環境とエネルギーについて」 

［会場：サンフォルテ］ 

２２名 

平成 27年 

    1月 23日（水) 
◇役員会  議題「平成 27年度活動計画について」  ８名 

   3月 20日（金） 
◇エネルギー施設見学会（第２弾） 

＜見学先＞北陸電力(株) 志賀原子力発電所  
      日本海発電（株）福浦風力発電所  

４０名 
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【第１号議案】 

平成２７年度活動計画（案） 
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実  施  日 活 動 内 容 

6月 6日(土) 

■ 第２４回総会               
■ 環境とエネルギーを考える講演会 

「日本経済とエネルギーの将来を考える」 
講師：岸 博幸氏（慶応義塾大学大学院メディアデザイン 

研究科教授） 

[会場：富山第一ホテル]  

6月 21日（日） ■ エネルギー施設見学会 ※対象 20～50代 

7月 14日（火） 

■ 北陸原子力懇談会主催「環境・エネルギー講演会」 

  講師：中川 恵一氏（東京大学医学部付属病院放射線科准教授） 

［会場：ホテルグランテラス富山］ 

9月 ■ エネルギー施設見学会 

10月 

 

■ エネルギー施設見学会 

11月 ■ わいわいトークサロン（会員対象学習会） 

12月 ■ エネともわ～くショップ（公募学習会）※対象 20～40 代 

平成 28年 3月 ■ 役員会 



【第２号議案】 

 会則の一部変更（案） [現行と改正案の対比表] 

現行 改正案 

（役 員） 

第５条（５）会 計  １名 

   （６）監 査  １名 

 

（役員の選任） 

第６条 役員は総会において選任します。 

 

（役員の任務） 

第７条  

５ 会計は、この会の会費の運用と管理にあた

ります。 

６ 会計監査は、この監査をおこないます。 

 

（総 会） 

第８条 通常総会は、１年に一回、会長が召集

し開催します。 

 

（役員会） 

第９条  

２ 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事、

会計、監査でもって構成し、この会の業務執

行に必要な事項を協議・決定します。 

 

（会 計） 

第 10条 この会の経費は、会費と賛助金をもっ

てまかないます。 

２ この会の会計年度は、毎年４月１日より翌

年３月３１日までとします。 

 

（会 費） 

第 11 条 入会金は、無料とします。ただし、

各行事の実施内容に応じて、その都度参加費

を徴収します。 

 

(会則の変更) 

第 12 条 この会則の変更は、総会においてお

こないます。                  

（役 員） 

第５条 （削除） 

 

 

（役員の選任） 

第６条 役員は役員会において選任します。 

 

（役員の任務） 

第７条  

（削除） 

 

 

 

（総 会） 

第８条 総会の開催については役員会で決定

します。 

 

（役員会） 

第９条  

２ 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事

でもって構成し、この会の業務執行に必要

な事項を協議・決定します。 

 

（会 計） 

 

（削除） 

 

 

 

（会 費） 

第 10条 入会金、年会費は無料とします。た

だし、各行事の実施内容に応じて、その都度

参加費を徴収します。 

 

(会則の変更) 

第 11条 この会則の変更は、役員会において

おこないます。 
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【第３号議案】 

役員の改選（案）           （ ）は現職位 

役 職 氏 名 

会 長 並木 恵美    （会 長） 

副会長 政岡 利恵    （副会長） 

幹事長 五十嵐 ひとみ  （幹事長） 

幹 事 谷村 陽子    （幹 事） 

幹 事 荻野 弘美    （幹 事） 

幹 事 村本 典子    （幹 事） 

幹 事 増田 慶子    （監 査） 

幹 事 岩城 由美子   （会 計） 

幹 事［新任］ 高野 保子   

幹 事［新任］ 梅本 由紀子  

顧 問 高澤 規子    （顧 問） 

 

 

[退任役員]   浅田 ひろ子 （副会長） 
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新「環境とエネルギーを考えるとやま女性の会」会則（案） 
 

（名称及び所在地） 
第１条 この会は「環境とエネルギーを考えるとやま女性の会」と称し、事務局を北陸電力(株) 

富山支店総務部総務地域チーム[富山市牛島町１３－１５]におきます。 
 
（目 的） 
第２条 この会は、会員相互の親睦と交流を図りながら、エネルギーや環境問題について研修や意見交換

をおこない、２１世紀のエネルギー問題を学び、その理解を深め行動することを目的とします。 
 

（構 成） 

第３条 この会は、富山県内に居住または勤務する女性で構成します。  
 
（事 業） 
第４条 この会は、前２条の目的達成するため次の事業をおこないます。 
   （１）会員相互の親睦会等の実施 
   （２）エネルギーや環境に関する研修会、講演会、施設見学会等の実施 
   （３）その他目的達成のための事業の実施 
 
（役 員） 
第５条 この会に、次の役員をおきます。 
   （１）会 長  １名 
   （２）副会長  若干名 
   （３）幹事長  １名 
   （４）幹 事  若干名 
  ２ この会に顧問をおくことができます。 
 
（役員の選任） 
第６条 役員は役員会において選出します。 
  ２ 役員の任期は１年とします。ただし、再任を妨げません。 
 
（役員の任務） 
第７条 会長は、この会を代表し会務を統括します。 
  ２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはこれを代理します。 
  ３ 幹事長は会長の指示により事業全般をつかさどります。 
  ４ 幹事は、役員会の決定にもとづき事業の運営にあたります。 
   
（総 会） 
第８条 総会の開催については、役員会で決定します。 
  ２ 議決は、出席した会員の過半数の賛成によります。 
  ３ 議長は、会員の中から選出しこれにあたります。 
 
（役 員 会） 

第９条 役員会は、会長が召集します。 
  ２ 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事でもって構成し、この会の業務執行に必要な事項

を協議・決定します。 
 
（会 費） 
第 10条 入会金、年会費は、無料とします。ただし、各行事の実施内容に応じて、その都度参加費を徴収

します。 
 
（会則の変更） 
第 11条 この会則の変更は、役員会においておこないます。 
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平成  ４年 ６月１４日  制定 
平成１９年 ７月 １日 一部改正 
平成２３年 ６月  ４日 一部改正 

   平成２７年 ６月 ６日 一部改正 


